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〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療

養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
二
十

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

第
二
号
中
「
又
は
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
処
理
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
天
疱ぽ

う

瘡そ
う

（
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
効
果
不
十

分
な
場
合
）
の
患
者
に
投
与
す
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
、
乾
燥
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
処
理
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ

ン
（
天
疱ぽ

う

瘡そ
う

（
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
の
効
果
不
十
分
な
場
合
）
の
患
者
に
投
与
す
る
も
の
に
限
る
。）、
Ａ
型
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
毒

素
（
小
児
脳
性
麻
痺ひ

で
あ
っ
て
下
肢
痙け
い

縮
に
伴
う
尖せ
ん

足
の
患
者
（
二
歳
以
上
の
小
児
に
限
る
。）に
投
与
す
る
も
の
に
限

る
。）、
ラ
ニ
ビ
ズ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）
又
は
オ
マ
リ
ズ
マ
ブ
（
遺
伝
子
組
換
え
）」に
改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
一
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十

七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
七
百
四
十
六
号

（
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ホ
及
び
ヘ
の

規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
無
償
で
輸

出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し
た
貨
物
及
び
無
償

で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

第
二
号
１
中
「
又
は
自
衛
隊
法
」
を
「
、
自
衛
隊
法
第

八
十
二
条
に
基
づ
く
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
の
用
に
供

す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該

行
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
又
は
同
法
」
に

改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
二
号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
成
樹
脂
加
工
品
品
質

表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

合
成
樹
脂
加
工
品
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

合
成
樹
脂
加
工
品
品
質
表
示
規
程
（
平
成
九
年
通
商
産

業
省
告
示
第
六
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
七
号
（
四
）
中
「
同
じ
。」の
下
に「
た
だ
し
、

軟
質
の
樹
脂
製
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、「
湯
は
約
三
分
の
二

程
度
に
と
ど
め
、
空
気
を
抜
い
て
使
用
す
る
こ
と
」
等
材

質
に
応
じ
て
適
切
な
湯
量
の
表
示
を
行
う
こ
と
。」を
加
え

る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前

の
合
成
樹
脂
加
工
品
品
質
表
示
規
程
の
規
定
に
基
づ
く

表
示
を
し
た
合
成
樹
脂
加
工
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表

示
を
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
合
成
樹
脂
加
工
品
品

質
表
示
規
程
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
み
な
す
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号

阪
神
間
都
市
計
画
事
業
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
北
摂

地
区
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
に
係
る
次
の
工
区
に
つ
い

て
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

工
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e

１
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５
e

１
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e

１
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５
e

１
４
６
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５
e

１
４
７
、
５
e

１
４
８
、
５
e

１
４

９
、
５
e

１
５
０
、
５
e

１
５
１
、
５
e

１
５
２
、
５
e

１
５
３
、
５
e

１
５
７
、
５
e

１
７
０
、
５
e

１
７
２
、

５
e

１
７
３
、
５
e

１
７
４
、
５
e

１
７
５
、
５
e

１
７

６
、
５
e

１
７
７
、
５
e

１
７
８
、
５
e

１
７
９
、
５
e

１
８
０
、
５
e

１
８
１
、
５
e

１
８
２
、
５
e

１
８
３
、

５
e

１
８
４
、
５
e

１
８
５
、
５
e

１
８
６
、
５
e

１
８

７
、
５
e

１
８
８
、
５
e

１
８
９
、
５
e

１
９
０
、
５
e

１
９
１
、
５
e

１
９
２
、
５
e

１
９
３
、
５
e

１
９
４
、

５
e

１
９
５
、
５
e

１
９
６
、
５
e

１
９
７
、
５
e

１
９

８
、
５
e

１
９
９
、
５
e

２
０
０
、
５
e

２
０
１
、
５
e

２
０
２
、
５
e

２
０
３
、
５
e

２
０
４
、
５
e

２
０
５
、

５
e

２
０
９
、
５
e

２
１
０
、
５
e

２
１
１
、
５
e

２
１

２

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岐
阜
県
各
務
原

市
鵜
沼
台
六
丁
目
一
五
九
の
一
か
ら
一
五
九
の
四
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の

防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三
十
七
号

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
百
二
十
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
百
五
十
条
の
六

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
産
の
秋
植
え

ば
れ
い
し
ょ
、
大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん
、
て
ん
菜
、
そ

ば
、
た
ま
ね
ぎ
、
か
ぼ
ち
ゃ
及
び
ホ
ッ
プ
並
び
に
平
成
二

十
二
年
産
の
さ
と
う
き
び
に
係
る
同
法
第
百
二
十
条
の
十

四
第
二
項
及
び
第
百
五
十
条
の
六
第
二
項
の
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
地
域
及
び
単
位
当
た
り
共
済
金
額
の
範
囲
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林

水
産
省
経
営
局
保
険
課
及
び
関
係
都
道
府
県
庁
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
号

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年

通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
ハ

及
び
第
四
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
経
済
産

業
省
告
示
第
百
八
十
七
号
（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に

関
す
る
省
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
ハ
及
び
第
四
号

ハ
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
提
供

し
よ
う
と
す
る
技
術
が
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四

年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
お
い

て
定
め
る
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）の
開

発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一

年
三
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

第
三
号
中「（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）」及

び「（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」を
削
り
、
第

七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

自
衛
隊
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

第
八
十
二
条
に
基
づ
く
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動

（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
九
号
に
基
づ

き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。）の
用
に
供
す

る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合
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